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９ 司法の行政に対するチェック機能の強化.

、行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査の在り方に関して

「法の支配」の基本理念の下に、司法及び行政の役割を見据えた総合的多角

的な検討を行う必要がある。政府において、本格的な検討を早急に開始すべ

きである。

行政訴訟制度の見直しの必要性(1)

裁判所は、統治構造の中で三権の一翼を担い、司法権の行使を通じて、抑

制・均衡システムの中で行政作用をチェックすることにより、国民の権利・

自由の保障を実現するという重要な役割を有している。

しかしながら、当審議会の議論の中で、現行の行政訴訟制度に関しては、

次のような指摘があった。すなわち、 現行の行政訴訟制度に内在してい（ⅰ）

る問題点として、行政庁に対する信頼と司法権の限界性の認識を基礎とした

行政庁の優越的地位（政策的判断への司法の不介入、行政庁の第一次判断権

の尊重、取消訴訟中心主義等）が認められており、その帰結として、抗告訴

訟が制度本来の機能を十分に果たしえていない、 現行の行政訴訟制度で（ⅱ）

は対応が困難な新たな問題点として、行政需要の増大と行政作用の多様化に

伴い、伝統的な取消訴訟の枠組みでは必ずしも対処しきれないタイプの紛争

（行政計画の取消訴訟等）が出現し、これらに対する実体法及び手続法それ

ぞれのレベルでの手当が必要である、 行政事件の専門性に対応した裁判（ⅲ）

所の体制に関する問題点もある。

21世紀の我が国社会においては司法の果たすべき役割が一層重要となるこ

とを踏まえると、司法の行政に対するチェック機能を強化する方向で行政訴

訟制度を見直すことは不可欠である。

このような認識に基づき、行政訴訟制度の見直しに関する当審議会におけ



る議論の中で挙げられた具体的な課題は多岐にわたった。

まず、行政訴訟手続に関する諸課題である。例えば、現行の行政事件訴訟

法上の個別課題として、原告適格、処分性、訴えの利益、出訴期間、管轄、

執行不停止原則等のほか、義務付け訴訟、予防的不作為訴訟、行政立法取消

訴訟等の新たな訴訟類型の導入の可否も問題となる。さらに、民事訴訟をモ

デルとした対応とは一線を画した固有の「行政訴訟法（仮称）」制定の要否

も視野に入れることが考えられる。このほか、個別法上の課題（不服審査前

置主義、処分性、原告適格等）の整理・検討も併せて必要となろう。

また、行政訴訟の基盤整備上の諸課題への対応も重要である。例えば、行

（ 、政訴訟に対応するための専門的裁判機関 行政裁判所ないし行政事件専門部

巡回裁判所等）の整備、行政事件を取り扱う法曹（裁判官・弁護士）の専門

性の強化方策等について、本格的な検討が必要である。また、法科大学院に

おける行政法教育の充実も求められる。

司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討(2)

この問題に関する具体的な解決策の検討は、事柄の性質上、司法制度改革

の視点と行政改革の動向との整合性を確保しつつ行うことが不可欠であり、

また、行政手続法、情報公開法、行政不服審査法等の関連諸法制との関係、

国家賠償制度との適切な役割分担等に十分留意する必要がある。さらに、行

政委員会の準司法的機能の充実との関係にも配慮しなければならない。そも

そも、司法による行政審査の在り方を考えるには、統治構造の中における行

政及び司法の役割・機能とその限界、さらには、三権相互の関係を十分に吟

味することが不可欠である。国民の権利救済を実効化する見地から、行政作

用のチェック機能の在り方とその強化のための方策に関しては、行政過程全

体を見通しながら、「法の支配」の基本理念の下に、司法と行政それぞれの

役割を見据えた総合的多角的な検討が求められるゆえんである。

政府においては、行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査

の在り方に関して、本格的な検討を早急に開始すべきである。


